
第８１回 国有財産四国地方審議会

令 和 ３年 ９月
財 務 省 四 国 財 務 局

諮 問 事 項 説 明 資 料

諮問事項１
香川県高松市（中野町）に所在する留保財産の
利用方針の策定について



１．留保財産の概要（旧四国管区警察局）

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

所在地 ： 高松市中野町１９番１３
面 積 ： 土地 3,317.02㎡ 建物 建1,335.23㎡／延4,858.36㎡

用途地域等： 近隣商業地域（保育所、老人ホーム等のほか、店舗、事務所等の建築が可能）
「栗林公園周辺景観形成重点地区」「栗林公園北部地区地区計画」

建ぺい率・容積率 ： 80%・300%
最寄りの交通機関等：JR栗林公園北口駅（西方約0.2km）

（１）基本情報

四国管区警察局跡地

JR高徳線栗林公園北口駅

中野保育所

四国新聞社

国道11号線

出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/）
コンテンツを編集・加工して作成
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財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

①北側路地

②西側道路路地

③南側道路

⑤東側道路

④建物北東面

（２）周辺の状況

①

②③

④

⑤

⑥

既存建物については、サウンディング調
査（令和3年5月実施）において、

・築年数も古く、利活用は難しい
・定期借地契約は、更地を前提とする

べき

との意見が出されたことから、国におい
て建物解体にかかる手続中。

２

⑥建物全景



（３）財産の沿革（旧四国管区警察局）

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

・本財産は、昭和40年11月竣工以降、四国管区警察局庁舎として使用されて
いたもの。

・平成29年12月サンポート合同庁舎へ四国管区警察局が移転したことに伴い、
その用途を廃止し、平成31年3月に四国財務局へ引継。

・令和元年９月の第７９回 国有財産四国地方審議会において定められた選
定基準に基づき、同審議会において「留保財産」に選定される。

３



「留保財産」とは有用性が高く希少な国有地について、将来世代における行政需要

や地域ニーズに対応していく観点から、所有権を国に留保し、定期借地権による貸付

けを行うことで財政収入を確保しつつ、有効活用・最適利用を図ることとした財産。

四国財務局管内における留保財産の選定基準は以下のとおり。

（参考）留保財産について

１．地域・規模に関する要件

「香川県 高松市」「愛媛県 松山市」に所在する 2,000㎡以上の土地※

※上記市町村の行政区域のうち、統計法（平成19年法律第53号）第5条第2項に係る最新の

国政調査に基づく人口集中地区（DID）とする。

２．留保財産の適否の判断基準

・ 上記１の要件に該当する又は該当しない財産であって、個別的要因（立地条件等）も踏まえ、

留保財産とすべきもの。

・上記１の要件に該当する財産であって、個別的要因（接道状況等）から留保財産から除外すべ

きもの。

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

４



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

２．留保財産の利用方針決定プロセス

（１）手順

民間のニーズ調査

地域住民の意見収集

地方公共団体との議論
国
有
財
産
四
国
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方
審
議
会
【
諮
問
】
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針
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財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

（２）用途別の契約方式等

№
施設用途等※１ 契約方法

定期借地の類型
（貸付期間）

一般
（50年以上）

事業用
（10～30年）

１ 公共随意契約対象施設※２ 随意契約 〇 〇

２ 複合施設※３ 二段階一般競争入札※４ 〇 〇

３ 民間収益施設 二段階一般競争入札 ✕ 〇

４ その他
随意契約※５ 〇 〇

二段階一般競争入札 ✕ 〇

※１ マンション分譲等、不特定又は多数の者に対して定期借地権を分割して譲渡・転貸を行うことは原則不可

※２ 地方公共団体が直接事務・事業の用に供する場合や、介護・保育などの公共性の高い施設の用に供する

場合の随意契約の対象となる施設

※３ 公共随意契約対象施設と民間収益施設の複合施設

※４ 土地利用等に関する企画提案を審査し、審査を通過した者を対象に価格競争を行う入札方式

※５ 当局ホームページで定期借地権を前提とした公的利用要望を受け付け、公共随意契約の適格要件を有する

相手方・用途での要望があった場合に限る

６



利活用要望等
の確認・検討

留
保
財
産
選
定

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

３．これまでの取組み

（１）全体像

利活用要望等の確認

アンケート
調査 実施

地
方
公
共
団
体

香川県

地
域
住
民

民
間

R2 R3

9月

R元

地
元
説
明
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利
活
用
意
向

提
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果

提
出
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針
案

策
定

民間事業者への
ヒアリングを随時実施

サウンディング
調査実施

5月

７

市主体



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

（２）地方公共団体との調整

留保財産としての選定以降、制度の概要を説明するとともに、定期的に利用

方針案策定に向けた議論を実施。

その後、高松市から利活用の意向は特にない旨の報告があった。

①高松市

②香川県

留保財産としての選定以降、制度の概要を説明するとともに、利活用につい

てもヒアリングを行ったが、香川県としての利活用の意向は示されなかった。

８



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

令和２年９月２４日に地元の亀阜地区の関係者に対して、四国財務局が留保財

産の制度概要を説明するとともに、高松市が留保財産の利活用に関するアンケー

ト調査を実施する旨説明。その後、高松市がアンケートを回収のうえ取りまとめ。

（３）地域住民からの意見

項目 内容

地域特性
交流の場

【地域交流施設】
地域コミュニティ推進のための交流スペース

【世代間交流施設】
こどもから高齢者まで幅広い世代のための交流スペース

【官民複合施設】
カフェ、本屋、コンビニ等の民間施設と公共施設の複合化

高齢者福祉施設 高齢者の福祉・介護サービスなどを提供する施設

賃貸事務所

【共同オフィス】
・新型コロナウイルス感染症対策としてのスペース
・静かな環境の維持
・公共交通のアクセスや近接する保育所などの利便性

アンケート結果【高松市取りまとめ】

※高松市としても、これらの施設・機能を整備することは適当との意見。

９



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

（４）民間のニーズ調査

サウンディング調査結果

留保財産の最適な有効活用を促していくために、定期借地を前提とした実効性

のある利用方針案の策定に向けて、事業に関心のある民間事業者との対話を通

じた、サウンディング調査を実施。

実施要領の公表 ： 令和 ３年 ４月２３日

対話の実施 ： 令和 ３年 ５月２４日、５月２５日

参加グループ数 ： ３グループ（不動産業、建設業、医療・福祉）

（開発可能と考えられる施設）

・ビジネスホテル、外国人向けホテル ・養護老人ホーム、訪問介護事業所等を擁する福祉施設

・賃貸マンションと商業施設（コンビニ程度）の複合開発

（諸条件等について）

・施設整備にあたっては、大きな投資となり、また高さ制限により高層建物は建築不可であるため、

より長期の借地期間が必要

・高松市として設置が適当と考える官民複合施設等については、面積的にも難しく、また一定の補

助金等がなければ整備は難しい

１０



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

４．利用方針の検討

（１）施設用途ごとの利用方針策定にあたっての判定

№
施設

用途等

利用方針策定にあたっての検討

理由 判定

１
公共

随意契約

対象施設

・地方公共団体（高松市・香川県）において、直接事務・事業の用に供する
施設での利活用要望なし
・高松市からは特定の用途を指定した利活用要望なし
特定の公共随意契約対象施設の整備を前提とすることはできない

✕

２ 複合施設
・上記１と同様、地方公共団体からの利活用要望なし
・民間事業者からも複合施設の整備は難しいとの意見あり
複合施設の整備を前提とすることはできない

✕

３
民間収益

施設

・サウンディング調査において、社会福祉施設としての利活用の提案がなさ
れている

公共随意契約の対象施設の整備可能性を排除して、民間収益施設の整備
を前提とすることは適当ではない

✕

４ その他

・サウンディング調査において、社会福祉施設としての利活用の提案がなさ
れている

「公用・公共用利用優先」という国有地の管理処分の原則に則り、公的利用
要望を募集（※）することが適当

・公的利用要望がなかった場合、開発条件等を調整の上、民間収益施設を
念頭に置いた二段階一般競争入札の実施を検討

〇

※寄せられる要望については、「地域住民からのアンケート結果」や「高松市として設置が適当と考え

る施設・機能」の内容を踏まえて審査を行う。

１１



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

要望
あり

要望
なし

四
国
地
方
審
議
会
【
諮
問
】

利
用
方
針

決
定

見
積
り
合
せ

要望内容

随意契約の
適格性

審査

（２）「その他」とした場合の今後の処理（予定）

公
的
利
用
要
望
の
受
付
（
３
か
月

）

四
国
地
方
審
議
会
【
諮
問
】

相
手
方

決
定

随
意
契
約

開発条件
の調整・設定

二段階一般競争入札
の実施準備

地域住民意見
高松市意見

１２
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第８１回 国有財産四国地方審議会

報告事項１
「高知県高知市に所在する国有財産を、高知県に対し、 歴史等
を学ぶ施設として、売払いすることについて」の処理結果

令 和 ３年 ９月
財 務 省 四 国 財 務 局

報 告 事 項 資 料



報告事項（国有地の売払い）の概要（１）

所管・会計名 財務省所管一般会計

口 座 名 独立行政法人国立印刷局旧高知倉庫

所 在 地 高知県高知市曙町二丁目960番3

区 分・数 量

土 地 （宅地） 5,516.94㎡

建 物 （事務所建ほか） 建1,080.29㎡ 延1,080.29㎡

立木竹 （樹木） 105本

工作物 （囲障ほか） 一式

財 産 の 沿 革
独立行政法人国立印刷局 高知出張所跡地
（旧陸軍歩兵第44連隊の兵営跡地）

１

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance



報告事項（国有地の売払い）の概要（２）

処 分 相 手 方
高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号
高知県知事 濵田 省司

利 用 計 画 高知県の歴史等を学ぶ施設

処 理 区 分 時価売払

処 理 の 内 容

売買契約締結 令和3年6月9日
（契約金額 325,400,000円）

売買代金納入 令和3年6月21日

２

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance



出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/）
コンテンツを編集・加工して作成

位置図

対象財産

JR土讃線
朝倉駅

高知大学

高知県庁

高知市役所
はりまや橋

JR土讃線
高知駅

３

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance



出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/）
コンテンツを編集・加工して作成

案内図

対象財産

JR土讃線
朝倉駅

高知大学

４

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance



対象財産写真

(旧陸軍弾薬庫) (弾薬庫内部①)

(旧印刷局事務所) (旧陸軍講堂) (弾薬庫内部②)
５

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance



高知県利用計画図

６

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance



第８１回 国有財産四国地方審議会

報告事項２
「香川県高松市に所在する国有財産を、社会福祉法人に対し、
売払いすることについて」の処理結果

令 和 ３年 ９月
財 務 省 四 国 財 務 局

報 告 事 項 資 料



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

報告事項（国有財産の売払い）の概要

１

所 管 ・ 会 計 名 財務省所管一般会計

口 座 名 旧四国財務局庁舎

所 在 地 香川県高松市中野町２６番２

区 分 ・ 数 量
土 地：（宅地）2,417.92㎡

建 物：（事務所建ほか）建1,043.19㎡ 延4,576.04㎡
工作物：（囲障ほか）一式 立木竹：（樹木）50本



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

報告事項（国有財産の売払い）の概要

２

処 分 相 手 方
香川県高松市宮脇町二丁目37番21号
社会福祉法人さぬき 理事長 藤目 真晧

利 用 計 画 特別養護老人ホーム敷地

処 理 区 分
時 価 売 払（用途指定：社会福祉法第2条第2項第3号に規定する
社会福祉事業の施設敷地として10年間）

処 理 の 内 容
売買契約締結 令和3年3月30日
（契約金額 130,000,000円）
売買代金納入 令和3年3月30日



３

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance
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高松サンポート合同庁舎

位置図

出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/）
コンテンツを編集・加工して作成

旧四国財務局

特別養護老人ホームさぬき
（社会福祉法人さぬき運営）



４

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

案内図

旧四国財務局

JR高徳線栗林公園北口駅

国道11号線

出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/）
コンテンツを編集・加工して作成



５

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance対象財産

北西より撮影

南東より撮影



６

財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

社 会 福 祉 法 人 さ ぬ き 利 用 計 画 図

(



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

施設の整備予定

７

特別養護老人
ホ ー ム さ ぬ き
整 備 計 画

令和３年１１月 解体工事着工

令和４年 ７月 建物工事着工

令和６年 １月 建物工事竣工

令和６年 ４月 使用開始（開所）



第８１回 国有財産四国地方審議会

令 和 ３ 年 ９ 月
財 務 省 四 国 財 務 局

報告事項３
国有財産法第１０条に基づく調整事項について

報 告 事 項 資 料



財務省 四国財務局
SHIKOKU Local finance bureau Ministry of Finance

庁舎等の使用調整

１

空きスペース
の発生

使用調整前

●官署統廃合
●実地監査

など

Ｘ庁舎

Ａ官署

Ｂ官署

Ｃ官署

Ｄ官署

使用調整の実施

Ｘ庁舎

Ａ官署

Ｂ官署 Ｃ庁舎

借受庁舎

Ｃ官署

Ｄ官署

○借受費用の縮減

○売却可能財産の創出

○分散解消

○新たな行政需要対応

○耐震性の確保

○老朽・狭あい解消

など

効 果

調整対象面積 調整等の内容

2,000㎡以上
使用調整計画の策定

※財政制度審議会に付議

600㎡以上
2,000㎡未満

50％以上

50％未満
国有財産法第１０条に基づく調整

※財務局長が調整150㎡以上
600㎡未満

150㎡未満 ―

調整対象面積
全体面積

調整対象面積
全体面積

使用調整計画の策定基準等



財務省 四国財務局
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大内地方合同庁舎の１０条調整（位置図）
大内地方合同庁舎

四国地方整備局香川河川国道事務所大内白鳥監督官詰所

高松サンポート合同庁舎内

高松港湾合同庁舎内

別庁舎にも文書保管場所を確保することで、

香川労働局における文書保管場所の不足

（狭隘状態）を解消

香川労働局の既存の主な文書保管場所

借受解消

２

出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/）
コンテンツを編集・加工して作成



３
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№ 庁舎名（入居官署） 調整面積 使用する官署
調整通知
年月日

備考

1-1

大内地方合同庁舎
（香川労働局さぬき公共職業安定所東かがわ出張所）
（香川労働局東かがわ労働基準監督署）
（高松国税局書庫）※令和３年１月末 退去済

約140㎡
四国地方整備局香川河川国道事務所
大内白鳥監督官詰所

R2.12.25

【借受費用の縮減】
大内白鳥監督官詰所が

入居している公有施設の
借受費用の縮減（約220
万円／年）を図るため、
高松国税局書庫の退去予
定スペースの一部を使用
させることとしたもの。

1-2 約220㎡ 香川労働局（書庫） R3.7.30

【狭隘解消】
香川労働局における文

書保管場所が不足してい
ることから、高松国税局
書庫の退去スペースの一
部と空きスペースを使用
させることとしたもの。

大内地方合同庁舎の１０条調整

１０条調整前

３Ｆ 東かがわ労働基準監督署

２Ｆ 空き
スペース

高松国税局（書庫）

１Ｆ 会議室 さぬき公共職業安定所東かがわ出張所

１０条調整後

３Ｆ 東かがわ労働基準監督署

２Ｆ 香川労働局（書庫） 大内白鳥監督官詰所

１Ｆ 会議室 さぬき公共職業安定所東かがわ出張所



４
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中村地方合同庁舎

自衛隊高知地方協力本部

四万十地域事務所

借受解消

中村地方合同庁舎の１０条調整（位置図）

出典：国土地理院ホームページ（https://maps.gsi.go.jp/）
コンテンツを編集・加工して作成
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№ 庁舎名（入居官署） 調整面積 使用する官署
調整通知
年月日

備考

2

中村地方合同庁舎
（高知地方法務局四万十支局）
（高知労働局四万十公共職業安定所）
（高知労働局四万十労働基準監督署）

約80㎡
自衛隊高知地方協力本部
四万十地域事務所

R3.3.8

【借受費用の縮減】
四万十地域事務所が入

居している民間施設の借
受費用の縮減（約160万
円／年）を図るため、空
きスペースの一部を使用
させることとしたもの。

中村地方合同庁舎の１０条調整

１０条調整後

4Ｆ 会議室 空きスペース
自衛隊

四万十地域
事務所

高知地方
法務局

四万十支局

3Ｆ
高知地方法務局

四万十支局
四万十労働基準監督署

2Ｆ
高知地方法務局

四万十支局

1Ｆ 四万十公共職業安定所

地
下

高知地方法務局
四万十支局

四万十公共職業安定所

１０条調整前

4Ｆ 会議室 空きスペース
高知地方
法務局

四万十支局

3Ｆ
高知地方法務局

四万十支局
四万十労働基準監督署

2Ｆ
高知地方法務局

四万十支局

1Ｆ 四万十公共職業安定所

地
下

高知地方法務局
四万十支局

四万十公共職業安定所
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６

（用語の定義）
第２条 （略）

３ この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適切かつ効率的に使用するため、
所管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整を
することをいう。

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（抜粋）
（昭和３２年法律第１１５号）

（管理及び処分の総括）
第１０条

財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うた
め必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産に
ついて、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変
更、用途の廃止、所管換その他必要な措置を求めることができる。

国有財産法（抜粋）
（昭和２３年法律第７３号）

＜参考条文抄＞


